
委員会提出議案第１号 

 

精神障がい者に交通運賃割引制度の適用を求める意見書 

 

地方自治法第９９条の規定により衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、総務大臣、厚生労働大臣および国土交通大臣に対し、別紙のとおり意

見書を提出する。 

 

令和元年６月１４日 

 

             提出者 福祉文教委員長 湖 城 宣 子 



精神障がい者に交通運賃割引制度の適用を求める意見書  

 

国の障害者支援施策においては、身体障がい、知的障がい及び精神障が

いによる格差是正を基本方針としている。しかし、ＪＲや大手民間鉄道、

高速道路等の公共交通機関における全国統一の運賃割引制度については、

身体障がい者及び知的障がい者は適用になっているものの、精神障がい者

は除外されており、障がいの種別による支援の内容に差がある。  

精神障がい者家族会の全国組織である公益社団法人全国精神保健福祉会

連合会の全国アンケート調査では、精神障がい者の１カ月の平均収入は約

６万円、無年金者は約２０％、一般企業への就労は約６％と、就労が困難

で所得保障も乏しく、また、交通費の負担が重いためデイケアや作業所の

利用もできず、外出のブレーキとなっている実態が明らかになった。  

国連障害者権利条約が締結され、障害者差別解消法が施行されているこ

とに鑑みれば、障がい者の交通運賃割引制度から精神障がい者が除外され

ている状況は、一刻も早い是正が求められる。  

よって、国会および政府に対して、精神障がい者についても身体障がい

者及び知的障がい者と同等に交通運賃割引制度の適用を実現するため、交

通運輸事業者に積極的に働きかけるよう強く要望する。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

 令和元年６月１４日 

 

東京都青梅市議会 

 

衆 議 院 議 長  大 島 理 森  様 

参 議 院 議 長  伊 達 忠 一  様 

内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様 

総 務 大 臣  石 田 真 敏  様 

厚生労働大臣  根 本  匠  様 

国土交通大臣  石 井 啓 一  様 


